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条 例

　北海道介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例をここに公
布する。
　　平成24年12月28日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第130号
　　　北海道介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
　北海道介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例（平成21年北海道条例第79号）の
一部を次のように改正する。
　附則第２項中「平成25年12月31日」を「平成26年12月31日」に改める。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

　北海道介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例をここに公
布する。
　　平成24年12月28日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第131号
　　　北海道介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例

　北海道介護職員処遇改善等臨時特例基金条例（平成21年北海道条例第80号）の
一部を次のように改正する。
　附則第２項中「平成25年12月31日」を「平成26年12月31日」に改める。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

　北海道緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例をここに公布
する。
　　平成24年12月28日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道条例第132号
　　　北海道緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例
　北海道緊急雇用創出事業臨時特例基金条例（平成21年北海道条例第６号）の一
部を次のように改正する。
　附則第２項中「平成26年３月31日」を「平成27年３月31日」に改める。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。


